
広島県障害者権利擁護センターの
取り組みについて

広島県障害者権利擁護センター

 令和7年度広島県障害者虐待防止・権利擁護研修

隂   茂 之



本日お伝えしたいこと

障害者虐待防止法の目的について

障害者虐待防止法に基づく取り組みついて

関係者の皆さまにお願いしたいこと
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１　障害者虐待防止法の目的に
　　ついて



目的(趣旨)

 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を
害するものであり、障害者の自立及び社
会参加にとって障害者に対する虐待を防
止することが極めて重要であること等に
鑑み     （中略）
 障害者虐待の防止、養護者に対する支
援等に対する施策を促進し、もって障害
者の権利利益の擁護に資することを目的
とする。



　　　　　　　　　　　　　　　　「障害者虐待」とは
　　①養護者による障害者虐待
　　②障害者福祉施設従業者等による障害者虐待
　　③使用者による障害者虐待

対象となる「障害者虐待」の類型として、
①身体的虐待　②性的虐待　③心理的虐待　④放棄・放置
（ネグレクト）⑤経済的虐待が定義されています（法第2条）

虐待はしない！
させない！
がまんしない！



障害者虐待防止法に基づく取り組み
について
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障害者虐待防止法に基づく虐待防止の取り組み

障害者虐待の相談・通報先は、①市町または市町障害者虐待防
止センター及び②県障害者権利擁護センターです。　　　　
（法第32条、36条）



本センターにおける虐待相談等の対応について

平年24年10月に施行された「障害者虐待防止法」に基づき、
主に障害ある人を雇用する使用者からの虐待の相談窓口として、
広島県から県社協への委託により「広島県障害者権利擁護セン
ター」を運営しています。



虐待相談等の状況について

　相談内容は、使用者虐待に限らず、日常生活などに関わる
多様なものとなっており、相談者の類型は精神障害の割合が
比較的多い状況です。
　相談内容が虐待相談に限らないため、その内容に応じて法
律等の専門家や関係機関、市町の障害者虐待防止センターと
連携しながら対応をすすめています。
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 相談・問合せ件数の推移

身体障害者 知的障害者 精神障害者 不明



本センターにおける虐待相談等の対応について

        相談内容　※相談内容を一部加工修正し掲載

障害のある家族がいじめをうけている。
障害者虐待ではないか。

上司から職場で　心理的
虐待を受けてきた。組織
の課題として虐待防止に
取り組む動きにつなげて
ほしい

施設内での利用者への対応について
虐待にあたる行為なのかどうか知り
たい。

職場で明らかに他の職員との待遇が
異なっておりほとんど仕事が
もらえない。

体が不自由で自力で動けない
入居者が何度も怪我をする。
心配なので調べてほしい。

施設内での職員による性的虐
待が発覚した。



虐待をしている人が、そのことを自覚していなかったり、虐待され
ていても本人が言えなかったりすることがあります。
虐待を早期発見するには を周囲の人が見逃さない
ことが大切です。
そのために、地域住民や会社の同僚、障害者福祉施設、医療
機関、警察などによる連携が大切です。



関係者の皆さまにお願い
したいこと
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関係者の皆さまにお願いしたいこと

障害者虐待防止に係る広報活動を推進しましょう。

【作成物】

 ●リーフレット（２種）
 ●チラシ

【配布先】

 ●市町障害者虐待防止センター
 ●広島労働局・ハローワーク
 ●広島法務局
 ●障害者就業・生活支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ●障害者職業センター
 ●特別支援学校
 ●市町社会福祉協議会
 ●関係機関・団体　等



関係者の皆さまにお願いしたいこと　

◎障害がある人の権利・生命を守る最たるものが、「虐待防止の　　
　　取り組み」です。
◎虐待「かもしれない」と思われたら、各市町センター又は広島県
　　障害者権利擁護センターにまずはご相談ください。
　「かもしれない」場合も通報義務があり、通報者・相談者の秘密
　　は守られます。

リーフレット・チラシの活用をお願いします。

広島県社会福祉協議会ホームぺージ内 広島県障害者権利擁護センター
・あなたのまわりでこんなことがおこっていませんか？（令和7年4月版）
 （別タブで開きます）（PDF：2.2MB）
・障害者虐待をなくそう（施設・事業所等向け）（令和7年4月版）
 （別タブで開きます）（PDF：1.8MB）
・防ごう！障害者虐待（令和7年4月版） 
 （別タブで開きます）（PDF：4.8MB）
 

https://www.hiroshima-fukushi.net/fukushi-wp/wp-content/uploads/2025/08/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%99%90%E5%BE%85%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9_2025_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%81%AA%E3%81%97.pdf
https://www.hiroshima-fukushi.net/fukushi-wp/wp-content/uploads/2025/08/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%99%90%E5%BE%85%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9_2025_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%81%AA%E3%81%97.pdf
https://www.hiroshima-fukushi.net/fukushi-wp/wp-content/uploads/2025/08/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%83%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9_2025_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%81%AA%E3%81%97.pdf
https://www.hiroshima-fukushi.net/fukushi-wp/wp-content/uploads/2025/08/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%83%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9_2025_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%81%AA%E3%81%97.pdf
https://www.hiroshima-fukushi.net/fukushi-wp/wp-content/uploads/2025/08/%E9%98%B2%E3%81%94%E3%81%86%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%99%90%E5%BE%852025_A_01_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%81%AA%E3%81%97.pdf
https://www.hiroshima-fukushi.net/fukushi-wp/wp-content/uploads/2025/08/%E9%98%B2%E3%81%94%E3%81%86%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%99%90%E5%BE%852025_A_01_%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%81%AA%E3%81%97.pdf


ご清聴ありがとうございました


